様式４
県産木材試作品開発等補助事業　審査表
１．申請内容
	申請者
	



２．審査内容
	審査区分・項目
	該当する場合
チェック

	1 　新規性・独自性・技術性（開発製品の特徴）

	・新規性・独自性が高く、類似・競合製品と比較して優位性が認められる
	□

	・県産木材について、その特性（質感・香り・温もり等）を活かした製品開発となっている
	□

	・県産木材等を由来とする新素材について、その特性（香り・風合い・機能性等）を活かした製品開発となっている
	□

	・材料選定、デザイン及び加工技術に合理性や工夫が認められる
	□

	・機能性や環境配慮等の付加価値が具体的に示されている
	□

	・樹皮や製材端材等の未利用資源が有効に活用されている
	□

	・その他特記事項（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	2 　市場性・実現可能性（実施体制、予算・スケジュール等）

	・市場のニーズやターゲットの需要が具体的に分析・整理されている
	□

	・使用・販売対象地域や顧客層が具体的である
	□

	・実施体制及び予算、スケジュール等が具体的に計画されている
	□

	　・事業の継続性が見込まれる
	□

	　・他企業・団体との連携・協力体制が具体的に示されている
	□

	　・専門家等の意見や助言を活用し、事業内容に反映されている
	□

	　・特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権等の既存の知的財産権がある場合、必要に応じた分析が行われ、侵害リスクが評価されている 
	□

	　・知的財産の侵害リスク又は使用に伴うリスクへの回避策・対処方法について、具体的な検討がなされている
	□

	　・その他特記事項（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	③　地域貢献度（販路拡大に向けた取組等）

	・県内の林業・木材産業等事業者と連携した取組が具体的に示されている
	□

	・地域イベントとの連携や教育・普及啓発活動への具体的な活用計画がある
	□

	・県内外（東京圏）への広報、販路拡大につながる具体的な取組が計画されている
	□

	・その他特記事項（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	④　県産木材等調達の確実性（県産木材等の材料の調達）

	・原料の調達先および調達方法が具体的に示され、安定調達の見込みがある
	□

	・県産木材等の原料について、山梨県産であることを証明書等により確認できる体制が整っている
	□

	・その他特記事項（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）


· 各審査区分①～④のうち1つ以上にチェックがない場合は、否とする。

３．審査結果 
	適否判定
	適　□　・　否　□
	チェック数（　　　）


· 複数の応募が有った場合はチェック数の多いものから採択する。
